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１ 【提出理由】

当社は、平成25年５月20日開催の取締役会において、平成25年10月１日を効力発生日として、当社が営む

一切の事業（株式を保有する会社の事業活動に対する支配または管理およびグループ運営に係る事業を除

く。）を会社分割により、当社の100％子会社である株式会社インテージ分割準備会社（平成25年10月１日

付で「株式会社インテージ」に商号変更予定。以下、「承継会社」という）に承継させることを決議し、同

日、承継会社との間で吸収分割契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内

容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

　

２ 【報告内容】

(1) 当該吸収分割の相手会社についての事項

① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社インテージ分割準備会社

本店の所在地 東京都千代田区神田練塀町３番地　インテージ秋葉原ビル

代表者の氏名 代表取締役社長　石塚 純晃

資本金の額 10百万円

純資産の額 10百万円

総資産の額 10百万円

事業の内容 市場調査・コンサルティング事業、システムソリューション事業

　

② 最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

承継会社は、平成25年４月１日に設立されており、本臨時報告書提出日までに終了した事業年度はあ

りません。

　

③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

株式会社インテージ 100%

　
④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 承継会社は当社100％出資の子会社であります。

人的関係 役員の兼任があります。

取引関係 取引関係はありません。
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(2）当該吸収分割の目的

当社は第10次中期経営計画で「“NEXT50”へのテイクオフ 危機を乗り越え成長軌道への離陸を果た

そう」を当社グループの基本方針とし、中期経営計画実現のために「モバイル」「グローバル」「ヘル

スケア」をキーワードに、事業に取り組んでまいりました。 

　今後、当社グループを取り巻く環境変化に対応し、更なる企業価値向上を図るためには、各事業部門およ

び各事業会社の権限と責任の明確化や専門性の追求により、当社グループのガバナンスおよび事業基盤

の強化を図るとともに、当社グループ全体の成長を見据えた新たな経営体制の確立が急務であると考え

ております。

　このような状況を踏まえ、当社は持株会社制への移行により、持株会社が当社グループの戦略立案機能

に特化し、当社グループの全体最適と各事業会社の個別最適の調和、成長分野への資源配分の最適化を図

るとともに、各事業会社間のコラボレーション、人財の育成・交流、グループ共通業務の集約化・効率化

等を促進し、企業価値の向上を目指します。

　

(3）当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

① 吸収分割の方法

当社を分割会社とし、当社の100％子会社である株式会社インテージ分割準備会社を承継会社とする

いわゆる物的吸収分割です。

　

② 吸収分割の日程

吸収分割契約承認取締役会決議日

（当社および承継会社）
平成25年５月20日

吸収分割契約締結日 平成25年５月20日

吸収分割承認株主総会

（当社および承継会社）
平成25年６月21日（予定）

吸収分割効力発生日 平成25年10月１日（予定）

　

③ 吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割に際し、承継会社は普通株式1,000株を発行し、その総数を当社に対して割当て交付しま

す。

　

④ その他の吸収分割契約の内容

当社と承継会社が平成25年５月20日に締結しました吸収分割契約の内容は次のとおりであります。
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吸収分割契約書（写）

 

株式会社インテージ（住所：東京都千代田区神田練塀町３番地インテージ秋葉原ビル。以下「甲」という。）と株式会

社インテージ分割準備会社（住所：東京都千代田区神田練塀町３番地インテージ秋葉原ビル。以下「乙」という。）とは、

甲がグループ経営管理事業を除く一切の事業（以下「本件事業」という。）に関して有する権利義務を乙に承継させる吸

収分割（以下「本件分割」という。）に関し、次のとおり吸収分割契約（以下「本契約」という。）を締結する。

 

第1条　（乙が承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務）

１．乙は、効力発生日において、甲より、別紙「承継権利義務明細表」に記載する資産、債務、雇用契約その他の権利義務

を承継する。

２．前項にかかわらず、本件分割により甲から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務のうち、（ｉ）法令、条例

等により本件分割による承継ができないもの、又は（ⅱ）本件分割による承継に関し契約上の定めに基づき重大な支

障が生じ若しくは生じる可能性があるものについては、甲乙協議の上、これを承継対象から除外することができる。

３．乙が甲から承継する債務については、重畳的債務引受の方法によるものとする。但し、当該債務は、乙が最終的に負

担する。

 

第2条　（本件分割に際して交付する金銭等）

乙は、本件分割に際して、甲に対し、乙の普通株式1,000株を発行し、第１条第１項に定める権利義務に代わり、その

全てを甲に交付する。

 

第3条　（乙の資本金及び準備金の額に関する事項）

乙が本件分割に際して、増加すべき資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。

（１）　資本金　　　　　440,000,000円

（２）　資本準備金　　3,300,000,000円

（３）　利益準備金　　　　　　　 ０円

 

第4条　（株主総会の承認）

甲及び乙は、平成25年６月21日にそれぞれ株主総会を開催し、本契約の承認及び本件分割に必要なその他の事項に

関する決議を求める。但し、本件分割の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、甲乙協議の上、これ

を変更することができる。

 

第5条　（効力発生日）

本件分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、平成25年10月１日とする。但し、本件分割の手

続進行上の必要性その他の事由により必要があるときは、甲乙協議の上、これを変更することができる。

 

第6条　（商号変更）

本件分割の効力発生を条件として、効力発生日をもって、甲は、株式会社インテージホールディングスに、乙は、株式

会社インテージに、それぞれ商号変更をするものとする。

 

第7条　（移転手続）

１．乙が承継する財産の権利移転に関して、登記、登録、通知等の手続が必要となるものについては、甲乙協力してその

手続を行う。
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２．前項の手続に要する登録免許税その他一切の費用は、乙の負担とする。

 

第8条　（競業避止義務）

甲は、効力発生日以降も、本件事業と競合する事業を行うことができる。

 

第9条　（会社財産の管理等）

甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての注意をもってそれぞれの業務の執行及

び財産の管理、運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙協議の上、こ

れを行う。

 

第10条　（本件分割の条件の変更及び本契約の解除）

本契約締結日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由により、甲又は乙の財産若しくは経

営状態に重要な変動が生じた場合、本件分割の実行に重大な支障となる事態が発生した場合、その他本契約の目的の達

成が困難となった場合には、甲乙協議の上、本件分割の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。

 

第11条　（本契約の効力）

本契約は、第４条に定める甲若しくは乙の株主総会の承認又は法令に定める関係官庁の承認が得られないときは、

その効力を失う。

 

第12条　（協議事項）

本契約に定める事項のほか、本件分割に必要な事項は、本契約の趣旨に則り、甲乙協議の上、これを定める。

 

本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。

 

平成25年５月20日

 

  甲  東京都千代田区神田練塀町３番地

インテージ秋葉原ビル

      株式会社インテージ

      代表取締役社長　 宮首　賢治　　　印

 

  乙  東京都千代田区神田練塀町３番地

インテージ秋葉原ビル

      株式会社インテージ分割準備会社

      代表取締役社長　 石塚　純晃　　　印
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別紙「承継権利義務明細表」

 

　本件分割において乙が甲から承継する権利義務は、以下に記載する資産、負債、契約関係及びこれらに付随する権利義務

とする。

 

１．承継する資産

　　本件分割の効力発生日において甲が本件事業に関して保有する以下の資産。

（１）動産等

①棚卸資産

②器具備品（但し、甲の関係会社の共有資産に係るものを除く。）

③ソフトウェア、ソフトウェア仮勘定

④リース資産（但し、甲の関係会社の共有資産に係るものを除く。）

⑤その他、会計帳簿に記載されない消耗品等

（２）金銭債権

①売掛金及び受取手形

②短期貸付金

③未収入金（但し、ネットワーク使用料及び関係会社の共有資産に係るものを除く。）

④仮払金

⑤立替金

（３）有価証券等

①関係会社株式（株式会社インテージリサーチ）

②投資有価証券（但し、甲の政策保有株式を除く。）

（４）その他の資産

①繰延税金資産、長期繰延税金資産

②前渡金、前払費用、長期前払費用

③差入保証金（但し、インテージ秋葉原ビル等グループ共有のものを除く。）

④前払年金費用

（５）不動産

①建物附属設備、リース資産（但し、甲の関係会社共有資産に係るものを除く。）
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２．承継する負債

本件分割の効力発生日において甲が本件事業に関して負担する以下の債務。

（１）買掛金

（２）短期リース債務（但し、リース資産区分に準じ甲に係るものを除く。）

（３）未払金

（４）未払費用

（５）前受金

（６）預り金

（７）未払消費税等

（８）賞与引当金

（９）ポイント引当金

（10）長期リース債務

（11）退職給付引当金

（12）繰延税金負債（但し、上場有価証券に係る繰延税金負債に係るものを除く。）

 

３．承継する知的財産権

特許権及び商標権（但し、甲の関係会社共有資産に係るものを除く。）。

 

４．承継する契約上の地位等　

本件事業に係る取引基本契約、売買契約、業務委託契約、請負契約、賃貸借契約、リース契約、その他本件事業に関する

一切の契約上の地位及びこれらの契約に基づき発生した一切の権利義務。但し、法人格が変わることに対し移転が認

められないもの、契約上移転できないもの、許認可の再取得が必要なもののうち本件分割の効力発生日までに必要な

対応が完了できなかったもの及び甲が引続き保有する必要のあるものを除く。

 

５．承継する雇用契約等

甲の全従業員（嘱託、パートタイマー、アルバイト、他社出向中の者等を含む。）との間の雇用契約上の地位及びこれ

らの契約に基づき発生した一切の権利義務。

 

６．承継する許認可等

　　本件事業に関する許可、認可、承認、登録、届出等のうち、法令上承継可能なもの。但し、甲が引続き保有する必要があるも

のを除く。

以　上
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(4) 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

承継会社は当社の100％子会社であり、また、本件分割に際して承継会社が新たに発行する株式の全て

が当社に割当て交付されることから、承継会社と当社が協議のうえ、割当て株式数を決定しました。

　

(5）当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純

資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社インテージ（株式会社インテージ分割準備会社より商号変更）

本店の所在地 東京都千代田区神田練塀町３番地　インテージ秋葉原ビル

代表者の氏名 代表取締役社長　石塚 純晃

資本金の額 450百万円

純資産の額 3,772百万円

総資産の額 7,060百万円

事業の内容 市場調査・コンサルティング事業、システムソリューション事業

上記純資産の額及び総資産の額は、平成25年３月31日現在の貸借対照表を基準に算出しているた

め、実際の金額は、上記金額とは異なる可能性があります。

　

　以 上
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